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１．印西地区環境整備事業組合について
印西地区環境整備事業組合（以下「組合」という。）は、昭和５１年３月２２日に千葉県知事の許可を受け、当時の白井町、印西町、本埜村、印旛村、栄町の３町２村により組織され、その後、印西市、白井市の市政施行、平成２２年３月２３日の印西市への本埜村、印旛村の編入合併により、現在の印西市、白井市、栄町（以下「関係市町」という。）の体制で、ごみ処理事業、余熱利用施設事業、一般廃棄物最終処分場事業及び平岡自然公園事業を行っています。
ごみ処理事業については、一般廃棄物収集運搬業務（栄町を除く）と関係市町の一般廃棄物等を「印西クリーンセンター」で焼却・破砕処理（中間処理）し、中間処理後の焼却灰及び破砕残渣は、当組合の最終処分場で埋立処分を行っています。
余熱利用施設事業については、焼却余熱を利用する施設として「温水センター」を設置し、指定管理者による管理運営を行っています。
平岡自然公園事業については、印西市及び白井市の２市により、印西市平岡地先に整備した印西斎場、平岡自然の家及び印西霊園の管理運営を行っています。

２．総合戦略を定める背景
　印西クリーンセンターについては、昭和６１年度から現在まで、印西市の千葉ニュータウン中央駅の近傍で操業していますが、周辺の都市化が進んだことから、同地での建て替えが困難な状況となり、平成２５年度に建設候補地を公募しました。
結果として４地区（全て市街化調整区域）の地権者から応募がありましたが、現在地を含む５地区の地元町内会や隣接町内会への事業説明会を開催したところ、各地で反対意見が相次ぐ状況となりました。
　そうした中、建設候補地の１つである吉田地区の地元町内会（以下「吉田区」という。）は、全世帯にアンケートを実施し、結果としては全世帯の約６９％が反対基調であったものの、吉田区の役員が中心となり、反対区民に対し丁寧な情報提供と地域づくりに関する説明を重ね、平成２８年度に、地域活性化を目的とする地域振興策の展開を条件とし、吉田地区に新清掃工場を整備すること及び今後の建替えも含めた恒久的な操業に合意していただきました。
当該合意は整備協定により書面化し、これをもって関係市町における清掃工場整備の用地問題は、恒久的に解決しました。
現在、印西地区ごみ処理基本計画（令和５年３月策定）における「みんなでつくる循環型・脱炭素社会～現在も将来も考えた持続可能社会を目指して～」とする基本理念を念頭に、吉田地区における新清掃工場の整備事業を推進しています。
吉田区が清掃工場の恒久的な操業に合意された背景としては、地域内の人口減少と少子高齢化が加速化し、このままでは近い将来に歴史ある地域社会が消滅してしまうかもしれないという「危機感」と、清掃工場を受け入れることは地域活性化の起爆剤になるのではないかという「期待感」にあります。
また、清掃工場整備の用地問題（周辺住民の反対運動や移転の度に生じる各種コスト）は、一般的に大きな社会損失や財政負担が伴いますが、後述する「清掃工場と共に育む地域づくり」は、他の自治体（特に地方）における清掃工場整備のモデルケースの一つになり得ると考えています。
また、吉田区は、遠い将来の子孫へ禍根を残す恐れのある合意（吉田区内で清掃工場を恒久的に操業）を決断されたことから、そうしたモデルケースとして社会的に評価され、全国の自治体や清掃工場整備関係者から、視察先に選ばれるような先進地となることを切望しています。

３　総合戦略の位置づけと役割
（１）総合戦略の目的、位置づけ
　組合は、前述する「危機感」「期待感」を真摯に受け止めながら吉田区との対話協議を重ね、最終結論として「地域まるごとフィールドミュージアム」と題した構想のもと、都市に近接した豊かな里地里山を代表とする地域のランドスケープと、新清掃工場から供給される排熱エネルギー（電力・低圧蒸気）を最大限活用する地域活性化拠点として「入浴機能を核とした滞在型の多機能な複合余暇施設（以下「本施設」という。）」を整備し、また、その運営管理にあたっては、吉田区の全額出資により設立した法人（以下「株式会社よしだ」という。）を指定管理者に選定（決定は組合議会の議決が必要）することで、吉田区の地域づくり≒小さなまちづくりを支援しながら、地域が持つポテンシャルを最大限に引き出し、「暮らしやすく持続できる快適なまち」「訪れたい魅力あるまち」「都市に近接した次世代に残したい里地里山」の具現化を図り、本戦略のもと、これまでに類例のない「清掃工場と共に育む地域づくり」のモデルケースを創出したいと考えています。
　また、本施設は、里山から海に至る千葉うみさとライン（利根川・印旛沼・新川・花見川・東京湾に沿った水辺道で県内有数のサイクリングロード）の中間地点である新川の近傍に位置していることから、本施設は千葉うみさとラインを中心に、周辺の様々な観光スポット・アクティビティ・飲食店等へ赴くための地域観光拠点・情報発信拠点としての運用も積極的に進め、オリジナリティのある地域循環共生圏（２０１８年に、国の第５次環境基本計画で掲げられた「日本が目指す持続可能な社会の姿」で、都市も地方も多くの課題が山積するなか、それぞれの地域が主体的に自ら課題を解決し続け、得意な分野でお互いに支えあうネットワークを形成する持続可能な自立・分散型社会）を構築したいと考えています。
　こうした取組の集大成として、清掃工場の恒久的な操業に合意していただいた吉田区の持続的な活性化を、本施設を利用する周辺都市住民と共に支える仕組を創出します。

（２）推進・検証体制

　①ＰＤＣＡサイクルの構築
　　本戦略の推進にあたっては、基本目標に「数値目標」を掲げ、施策ごとに「具体
的な重要業績評価指標（ＫＰＩ）」を設けることとし、事業の効果を検証し、改善を
繰り返す仕組みである「ＰＤＣＡサイクル」を構築します。

　②推進体制
　　推進体制は、組合（事業主体）のほか、本施設のプレイヤーである株式会社よし
だ（指定管理者に選定される予定）、株式会社よしだが類似施設の運営管理実績を豊
富に持つ複数の企業の中から選定した運営パートナー企業が中心となり、情報共有
や事業検討を行いながら、効果的に事業を実施します。
　　また、後述するとおり、施設オープン後、来訪者の利用状況等を踏まえながら、
事業収益を財源として追加機能を段階的に整備する計画としていることから、来訪
者の意見等を的確に把握することに務め、当該意見等を事業検討に反映させます。

　③検証体制
　　毎年度、３月末時点のＫＰＩの達成状況を事業主体の印西地区環境整備事業組合
が取りまとめ、今後設立する事業検証会議が検証機関となり、事業の検証を行いま
す。また、検証結果は、組合のホームページに掲載するなど広く公表し、本戦略の
着実な実施につなげます。
（３）計画期間
　本戦略の計画期間は、令和７年度から令和１９年度の１３年間
　　・令和　７年度から令和　９年度　本施設の整備（　３年間）
　　・令和１０年度から令和１９年度　本施設の運営（１０年間）

４．人口ビジョン
関係市町で作成している人口ビジョンによるため記載を省略

５．吉田区の人口推移
　吉田区の人口は、平成２２年が４８１人、令和７年が３３８人で、直近１５年間で約３０％減少し、また、この間、人口が増加した年はありません。
また、平成３１年には地元の公立小学校が廃校（千葉ニュータウン内の公立小学校と統合）し、学校設立後約１５０年の歴史に幕を閉じました。
　こうした状況が継続すると、地域における担い手不足やそれに伴う地域産業の衰退、さらには地域コミュニティの衰退等、住民生活への様々な影響が懸念されます。



６．総合戦略

（１）基本目標
①様々なライフプランの希望に応える事業を展開し、選ばれる地域をつくる
②新しいひとの流れと賑わいをつくる
③持続可能な収益力を確保する
④清掃工場と共に育む地域づくりのモデルケースを創出する

（２）基本的方針
　清掃工場の恒久的な操業に合意していただいた吉田区の持続的な活性化が進むよう、組合において可能な限りの支援を行うことを基本方針とします。
以下に、現状における課題を整理し、それに対する解決策を提示します。

（３）課題
①人口減少と少子高齢化の加速化
（吉田区の人口は直近１５年間で約３０％減少）
②脆弱な公共交通
（吉田区内のバス停は１箇所で便数少）
③休耕地の増加
（吉田区の休耕地は直近９年間で約２．６倍に増加）
④恵まれたポテンシャルを地域づくりに活かしきれていない
（吉田区は、直線距離で６㎞圏内に都心直通の鉄道が２路線６駅存在し、ま
た、５㎞圏内に千葉ニュータウンやユーカリが丘など大規模住宅地がドーナ
ツ状に存在）

（４）解決策
①本施設の運営により、人口減少問題等を解決します。
・農業以外の産業が乏しい吉田区に、新たな雇用の場を創出します。
・半農半Ｘにおける魅力的な「Ｘ」を提案します。
・精神的な豊かさと経済的な自立を目指す働き方を提案します。
・新しいライフスタイルの実現に応えます。
②本施設の運営にあたり無料送迎バスを運行し、公共交通問題を解決します。
・本施設と、都心に直通している複数の近傍駅を早朝から深夜まで往復する無
　料送迎バスを運行します。
・本施設の来訪者だけの利用に限定するのではなく、吉田区住民を中心とした
　近隣住民の日常の足としての利用を前提として運用します。
③本施設の運営により、休耕地の増加問題を解決します。
・集客力を持つ本施設内に直売機能と飲食機能を整備することで、地元農作物
　の新たな流通先を創出します。
・担い手の営農意欲が高まり、休耕地の減少（耕作地の増加）に寄与します。
④本施設の運営により、恵まれたポテンシャルを大きく活かせます
・前述する無料送迎バスの運行により、吉田区住民が周辺の駅を日常的に利用
　することが可能となります。
・本施設は、周辺都市住民を主なターゲットとしています。（本施設の周辺に滞
　在型の複合余暇施設は不存在）

（５）具体的な事業
	事業名
	事業内容

	入浴機能を核とした滞在型の多機能な複合余暇施設の整備運営事業
	①整備内容
☑駐車場９，０００㎡
☑屋内余暇棟３，０００㎡（直売・物販・リラクゼーションル
ーム・内湯・サウナ・水風呂・ととのい場・岩盤浴・飲食厨
房・ジェラート店舗・共有客室・コインランドリー等）
☑露天風呂２，０００㎡（屋外サウナ・屋外水風呂・屋外とと
のい場・歩道・雑木林等）
☑バーベキュー広場９００㎡
☑南国フルーツ農園５００㎡
☑各種広場・屋外トイレ棟・保全林等１３４，６００㎡

②段階的整備
施設オープン後、来訪者の利用状況等を踏まえながら、事業収益を財源として追加機能を段階的に整備

③運営方法
☑吉田区の全額出資により設立した法人（以下「株式会社よし
だ」という。）を指定管理者に選定する予定
☑株式会社よしだは、類似施設の運営管理実績を豊富に持つ企
業を運営パートナーとして選定

④無料送迎バス
本施設と、都心に直通している複数の近傍駅を早朝から深夜まで往復する無料送迎バスを運行

⑤特記事項　 
☑清掃工場から供給される多量の排熱エネルギー（最大１４．
７GJ／ｈ相当の電力・低圧蒸気）を本施設に活用
☑清掃工場における売電額の５０％（年間９千万円以上が保
証）を会員登録した関係市町住民への割引サービス（入浴料
金の割引等）の原資として用いることで、排熱エネルギーの
物理的価値だけではなく経済的価値も本施設に活用
☑雨水排水については、調整池整備による河川放流ではなく、
先進的なグリーンインフラとして雨水排水の全量を現地にて
貯留浸透処理（ゼロディスチャージ）することで、本来の水
循環を保全し、地球温暖化防止に貢献
☑ドローンを活用した広報素材撮影・敷地管理・警備・園内放
送・イベント・広場への飲食物運搬などを展開することによ
る効率的且つ先進的な運営




（６）重要業績評価指数（ＫＰＩ）
	ＫＰＩ
	現状値
（計画開始時点）
	目標値
（2037年度）

	吉田区の居住人口
	３３８人
	４１０人

	年間利用者数（交流人口）
	０人
	３５８，５２７人

	年間売上額
	０円
	５０１，９３７千円

	視察の年間対応件数
	０件
	１２件



吉田区の人口推移（人）

男	
平成２２年	平成２３年	平成２４年	平成２５年	平成２６年	平成２７年	平成２８年	平成２９年	平成３０年	平成３１年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	237	236	230	229	227	224	217	210	205	199	191	188	183	180	175	170	女	
平成２２年	平成２３年	平成２４年	平成２５年	平成２６年	平成２７年	平成２８年	平成２９年	平成３０年	平成３１年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	244	235	228	222	223	220	215	205	190	188	182	179	175	176	175	168	人口	
平成２２年	平成２３年	平成２４年	平成２５年	平成２６年	平成２７年	平成２８年	平成２９年	平成３０年	平成３１年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	481	471	458	451	450	444	432	415	395	387	373	367	358	356	350	338	
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